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１.憲法に基づく住民投票 

住民投票とは？ 

住民投票の種類 

地方自治特別法の制定（第９５条） 

一部の地方公共団体のみに適用される特別法は、住民の 
 
投票において過半数の同意が必要 

特定の事案について、住民が直接賛否の意思を表明する制度 



２.法律に基づく住民投票 

(１)議会の解散（地方自治法第７６条） 

(２)議員・長の解職（地方自治法第８０条・第８１条） 

(３)合併協議会設置の協議(市町村合併特例法第４条・第５条) 

有権者の１／３以上の署名 住民投票で過半数の賛成 解散 

有権者の１／３以上の署名 住民投票で過半数の賛成 解職 

有権者の１／５０以上の署名 
議会で否決し、かつ長が住民 
投票を実施しなかった場合 

有権者の１／６以上の 
署名で住民投票 



３.条例に基づく住民投票 

(１)個別設置型 

町長 議会議員 住民 

 条例案の提出 
(自治法１４９条１号) 

議員の１／１２以上の賛成
により条例案の提出(自治
法１１２条１項、２項) 

有権者の１／５０以上の
連署による条例制定の
直接請求(自治法７４条) 

議会による条例案の審議 

条例不成立＝住民投票は実施できない 

否決 可決 

住民投票条例の制定 

住民投票を実施 

・・・案件ごとに条例を制定して実施 



(２)常設型 

町長 議会議員 住民 

自ら実施できる 議員の１／１２以上
の賛成により提案 

投票資格者の１／４
以上の連署 

議会による審議 

住民投票を実施 

・・・あらかじめ条例で投票実施に係る要件を定め    
  ている 

要件がみたされれば、議会の議決なしに住民投票が実施
できる。 

可決 



①市町村合併 
    合併の賛否～埼玉県富士見市（Ｈ１５）、神奈川県相模湖町(H１６) 
     合併の枠組～滋賀県長浜市（Ｈ１５）、和歌山県北山村（Ｈ１５）    など                                  

(３)条例に基づく住民投票の例 

②国や県の施策に関連するもの 
    原発建設～新潟県巻町（Ｈ８）、三重県海山町(Ｈ１３) 

     米軍ﾍﾘﾎﾟｰﾄ基地建設～沖縄県名護市（Ｈ９）          など                          

③自治体固有の課題に関するもの 
    新しい市の地名～兵庫県一宮町（Ｈ１７） 
     地域交流センターの建設～千葉県四街道市（Ｈ１９） 

     総合文化会館の建設～長野県佐久市（Ｈ２１）          など                         

(４)投票結果の拘束力 
  憲法や法律に基づいた住民投票と違い、条例に基づくものは、 
投票結果に法的拘束力はない。町長等は、投票結果を尊重する。 



個別設置型と常設型のメリットとデメリット 
メ リ ッ ト デ メ リ ッ ト 

①対象事案に最も適した制度設計が可
能 
② 対象が明確である。 
③ 町民、議会、が十分な議論を行った上
で実施することが可能。 
④ 制度の濫用を抑止することができる。 

❶ 条例制定の直接請求をしても条例が
制定されるか丌確実である。 
❷ 条例制定に一定の時間がかかるため
に即応性を欠く。 
❸ 望ましい結果が生じやすいように制度
を操作されるおそれがある。 

メ リ ッ ト デ メ リ ッ ト 

① 要件を満たせば住民投票を実施でき
る。 
② 迅速な対応が可能である。 
③ どのような課題であっても、同一の制

度で行うことが可能なので、制度として安
定している。 
④ 住民の市政への参加意識が高まること
が期待できる。 

❶ 制度の柔軟性に欠ける。 
❷ 「町政に関する重要事項」に該当する
かの判断基準があいまいである 
❸ 本来必要とされる住民、議会、町長の

十分な話し合いによる合意形成の過程を
損なう可能性がある。 
❹ 制度の濫用を招くおそれがある。 

個
別
設
置
型 

常
設
型 



対象となる事項（ボジティブリスト・ネガティブリスト） 

 

 

(１)ポジティブリスト 

対象事項が明確となるが、書かれていない項目は対象外となる。 

(２)ネガティブリスト 

①自治体の権限に属さな
い事項 

憲法改正、道立病院の設置を決定（「設置を求める」として 
自治体の意思を明確にするために実施する場合は可として 
いる場合もある）など 

②法令の規定に基づき住
民投票ができる事項 

議会の解散、長・議員の解職など 

③特定の住民又は地域に
関する事項 

○○氏への町民栄誉賞の授不など 

④自治体の事務処理（組
織、人事、財務など）に関
する事項 

○○部長の降格、○○課の設置、通常の契約事務など 

⑤金銭徴収に関する事項 住民税の引き下げ、公共施設の使用料など 

美幌町住民投票条例では①②④⑤を規定する予定。 



 

 

投票資格者 

(１)美幌町自治基本条例で規定されている内容 

①町長は、町政に関する重要な事項について、住民（外国人を 
含む）の意思を確認するため、住民投票を実施することができる。 

②年齢は１８歳以上 

(２)外国人の投票権 

外国人を含むことは、美幌町自治基本条例で定められている。 

①永住者 
②日本人の配偶者 
③永住者の配偶者 
④定住者 
⑤特別永住者 
 

外国人の投票権を認めている自治体の多くは①
と⑤には、投票権を認めている。 
岸和田市、川崎市、大和市、北広島市は②③④
で３年以上日本に在住している方にも認めてい
る。町民会議では、②③④についても認めるべ
きではないかとの意見が多かった。 



 

 

投票の方法・成立要件 

（１）無記名投票 

（２）○×方式 

（３）「二者択一」又は「二者択一＋複数の選択肢」 

投票の方法 

成立要件 

 成立要件・・・投票率○○％以下の場合は住民投票を無効とする 
         もの。（無効でも開票すると規定している自治体もあ   
         る。） 
 
 成立要件を設けると投票に行かないという選択肢ができてしまい 
投票をボイコットすることも考えられるため、美幌町自治基本条例で 
は、成立要件を規定していない。 



ま と め  

●日本の地方自治は、長及び議員を住民の代表とする 

 間接民主制が基本です。住民投票は、それを補う制度 

 です。 

●住民投票を実施する前に、情報共有と町民参加により 

 町民、議会、行政は徹底的に話し合う必要があります。 

●住民投票は、町にとって重要な事項について、住民一
人一人の意思を確認する必要に迫られたときに、最終
手段として実施されるべきものです。住民投票は究極
の町民参加の手法ともいえます。 



 北海道新聞 
（平成２３年９月２０日） 

 


